
現行学習指導要領の
新しい評価について

２０２２年２月

鎌倉市立富士塚小学校長

市川 昇一郎

~校務支援システムを導入した新しい通知表～



今なぜ新しい通知表なのか

・昨年度から現行の学習指導要領実施。その趣旨に
沿った新しい評価が学校現場に強く求められている。

・通知表にかかる膨大な事務処理軽減のため、鎌倉市
教育委員会では通知表の電子化に対応できる校務支援
システムの導入をした。（本年度）

・その結果、昨年度本校通知表を変更したばかりだが、
さらなる変更が必要となった。



学習評価の目的
評価にはいくつかの機能がある。

2019.4 北 俊夫、総合初等教育研修所参与

「指導機能」「学習機能」⇒指導方法の改善・充実、子どもの
学習改善に生かすこと。＝主目的

「管理機能」⇒指導要録の作成・記載は義務づけられている。

「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」がある。

「伝達機能」⇒評価した結果を保護者や子どもに伝えること。

伝える場や機会…通知表、個人面談、電話など



観点別学習状況の評価について

【前指導要領】

学習評価の４観点

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

【現指導要領】

（２０２０年度～）

学力の３要素

知識及び技能

思考力・判断力
・表現力等

主体的に学習に
取組む態度

偏重

一方で現状の課題としては、
いまだに評定が学習指導要領に
定める目標に照らして、その実
現状況を総括的に評価するもの
であるという趣旨が十分浸透し
ておらず、児童生徒や保護者の
関心が評定や学校における相対
的な位置付けに集中し、評定を
分析的に捉えることにより、学
習の改善を要する点がどこにあ
るかをきめ細かに示す観点別学
習状況の評価に本来的に期待さ
れる役割が十分発揮されていな
いと指摘されている。

「児童生徒の学習評価のあり方に
ついて」（報告）

2019.1.21 文部科学省



３段階評価のイメージ
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一般のイメージ 文科省のイメージ

目標に準拠した評価

「Ｃ」を見つけ、支援
の具体的な手立てを考
える。教員の第一の仕
事は、「Ｃ」を「Ｂ」
にすること。「Ａ」は
青天井であって、
「Ａ」の具体は示さな
い。ただし、教員は
「Ａ」の根拠を明確に
しておく。

高木展郎（横浜国大）
林 紋子 （玉川大）



今年度までの本校通知表 他市町の現行通知表の例



来年度の以降の通知表例（５年生１学期の案）

・知識及び技能

・思考力・判断力・表現力

・主体的に学習に取組む態度



「主体的に学習に取組む態度」について

○ その際、「学びに向かう力・人間性等」に示された資質・能力には、感性
や思いやりなど幅広いものが含まれるが、これらは観点別学習状況の評価にな
じむものではないことから、評価の観点としては学校教育法に示された「主体
的に学習に取り組む態度」として設定し、感性や思いやり等については観点別
学習状況の評価の対象外とする必要がある。

○ すなわち、「主体的に学習に取り組む態度」と、資質・能力の柱である
「学びに向かう力・人間性」の関係については、「学びに向かう力・人間性」
には①「主体的に学習に取り組む態度」として観点別評価（学習状況を分析的
に捉える）を通じて見取ることができる部分と、②観点別評価や評定にはなじ
まず、こうした評価では示しきれないことから個人内評価（個人のよい点や可
能性、進歩の状況について評価する）を通じて見取る部分があることに留意す
る必要がある。

「評価に関する資料」より抜粋（文部科学省 教育課程部会 平成３０年９月２０日）



来年度の通知表について

・１～２年生は２段階評価、３～６年生は３段
階評価とする（現行通り）。
・「主体的に学習に取り組む態度」として観点
別評価（学習状況を分析的に捉える）を通じて
見取ることができる部分を３段階評価。
・「所見」は年度末の１回のみとする。
・評価項目やその他の細かい点については、現
在検討中である。


